
被災地の養殖経営体育成の新たな仕組み
（がんばる養殖復興支援事業）

○ 地域で作成した復興計画に基づき、共同化により５年以内の自立を目指し、養殖業の経営再建を図る事
業を行う漁協等に対し、生産費用（人件費、減価償却費、施設利用料等）、資材費等、必要な経費を助成。
赤字が発生した場合、国が赤字の一部を支援。

○ このことにより、被災地における養殖業の早期再開と生産量の回復が図られる。
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